
仕様書  

１ 件名 

練馬区役所戸籍窓口等フロア改修整備委託 

２ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月 31 日まで 

３ 履行場所  

練馬区豊玉北六丁目 12 番１号  

練馬区役所本庁舎２階、東庁舎２階の一部、東庁舎３階の一部ほか区指定か所 

階数 面積 備考 

本庁舎２階 ７０７㎡ フロア全面 

東庁舎２階 ８０㎡ フロアの一部 

東庁舎３階 ６２㎡ フロアの一部 

（参考：対象組織） 

区長室 広聴広報課 

総務部 総務課 

区民部 戸籍住民課、区民事務所担当課 

※ 対象組織等は、組織改編等に伴い、変更が生じる可能性がある。 

４ 委託事業の目的 

本業務は、練馬区役所北庁舎への一部組織の移転に伴い生じる本庁舎の跡スペー

スを活かし、戸籍等に係る組織の窓口・待合等の来庁者スペースと執務スペースに

ついて、狭あいを緩和するとともに、快適で機能的な環境に整備することを目的と

する。あわせて、区役所庁舎の主要な動線である本庁舎２階の環境を改善する。 

整備は、スペースごとに定める以下の考え方を踏まえ、行うものとする。 

4.1 各スペース共通 

・ 狭あいの緩和 

・ ユニバーサルデザインの導入 

・ 快適で機能的な環境の整備 

4.2 来庁者スペース 

・ 来庁者にとって快適で機能的な環境 

・ 多様な来庁ニーズに対応した窓口区画 
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4.3 執務スペース 

・ ユニバーサルレイアウト（フロアを柔軟かつ効率的に活用できるオープン

なレイアウト）  

・ 事務を効率化する様々なオフィス空間（ＡＢＷ※の推進） 

 ※ Ａctive Ｂased Ｗorking の略。仕事内容に適した場所に適宜移動して、

効率的に働くこと。 

５ 委託内容 

5.1 プロジェクト管理 

5.1.1 全体計画の作成 

区 （以下「甲」という。）との契約締結後、受託者 （以下「乙」という。）は

速やかに、本業務を円滑に推進するため、次の内容を含む全体計画の作成を行

い、甲の承認を得る。統括責任者を選任し、受託体制を構築する。 

○ 各工程における作業項目および業務フロー 

○ 詳細スケジュール 

○ 受託体制表 

（参考）スケジュール（案） 

スケジュールは予定であり、受託者と協議し、決定する。 

時期 内容 甲 乙 他事

業者 

契約締結前まで 提案内容を踏まえたフロア整備方

法の整理 

◎ ◎  

契約締結後 

～令和８年８月 

対象組織の現地調査、ヒアリング  ◎  

令和８年９月 

～１０月 

実施設計（レイアウト、設備・什

器・サインの調整） 

 ◎  

発券機システム、各種業務システ

ム、複合機、ＬＡＮ配線、電話、

電源等の調整 

◎  ◎ 

令和８年１１月 前検証、新しいオフィスの働き方

マニュアル作成、施工・整備準備 

 ◎  

令和８年１２月 

※ ただし、東

庁舎２階およ

び３階の履行

場所は、１１

対象フロア施工（工事監理、カウ

ンター窓口改修工事、個室窓口改

修工事、内装間仕切り改修工事、

床仕上改修工事、壁張り改修工

事、サイン改修工事、建設廃棄物

 ◎  
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月中の整備を

想定してい

る。 

 

の処分）、整備（レイアウト変更

(物品の搬出入、什器の移設・更

新)、仮設・仮移転対応（※必要な

場合） 

発券機システム端末、各種業務シ

ステム端末、複合機等の移設、Ｌ

ＡＮ配線、電話、電源等工事 

  ◎ 

建設廃棄物以外の廃棄物の収集運

搬、処分 

  ◎ 

令和９年２月 後検証  ◎  

5.1.2 プロジェクト管理 

ア 甲の承認を得た全体計画に基づき、選任した統括責任者の下、スケジュー

ル管理 、品質管理（仕様書に記載された要件とのかい離が無いか定期的に

確認）、課題管理（発生した課題の定義・分類・整理等）等の管理を実施する

こと。 

イ 当初のスケジュールに変更が生じる場合は、速やかに甲に報告し、対応を

協議すること。 

5.1.3 定例会議の開催 

ア 甲との認識の共有を図ることを目的とし、定例的な進捗報告会議を開催す

る。定例会議は協議の上、隔週程度で開催する。 

イ 定例会議では、進捗状況や課題等を報告し、必要に応じて甲と協議するこ

と。 

ウ 会議終了後、速やかに「要点記録」を作成し、甲の承認を得ること。 

5.2 実施設計 

5.2.1 設計の考え方 

ア 乙は、自ら企画提案した対象フロア間およびフロア内のゾーニングプラン

や現地調査、ヒアリング等を踏まえ、実施設計を進めること。 

イ 乙は、ヒアリング等の内容をそのまま反映するのではなく、専門的な知見

を活かし主体的に情報を整理し、より優れたプランニングを実現できるよう

合意形成を支援すること。 

ウ 本庁舎２階のゾーニングは、共用部が区役所全体の主要動線となり、「区

の顔」となることを考慮したプラン案を提案すること。 
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(ｱ) 庁舎案内カウンターは、本庁舎２階の適切な場所に設計すること。 

(イ) 来庁者が、各建物間（①アトリウム２階（練馬駅方面）、②本庁舎来庁者

用エレベーターホール、③東庁舎、④西庁舎）の移動に迷わないよう、案

内サイン、庁舎案内カウンター、庁舎フロア案内図の配置、を設計するこ

と。 

(ウ) 共用通路の幅は、４方向（①アトリウム２階、②本庁舎来庁者用エレベ

ーターホール、③東庁舎、④西庁舎）すべての動線となる通路部分は、

3,000mm 以上で設計すること。その他の部分は、2,500mm を目安に設計する

こと。 

(エ) 共用通路の壁面を活用して紙媒体と電子媒体の場合の何れにも対応し

た情報コーナーを設計すること。紙媒体用スペースは現状以上とすること。 

(オ) 共用通路は、本庁舎２階窓口の閉鎖時間帯においても、開放されている。

セキュリティ確保の観点から、窓口閉鎖時は待合スペースを含めて立ち入

りができないよう設計すること。 

エ 本庁舎２階に配置する戸籍住民課の来庁者スペースは、①戸籍届出等窓

口・待合区画、②おくやみコーナー区画、③相談区画、④住民基本台帳の一

部写し閲覧コーナー区画に区分される。来庁者動線等を踏まえ、適切にゾー

ニングすること。窓口カウンターの形状等や待合区画、案内サイン等は、以

下の要件を踏まえ一体的に提案すること。なお、各カウンターおよび個室の

テーブルには、アクリル板（飛沫防止パネル）を設置すること。また、ロー

カウンターおよび個室は、応対者および被応対者が各２人ずつ座れるように

設計すること。 

① 戸籍届出等窓口・待合区画 

(ｱ) ローカウンタータイプの窓口を３区画以上設置すること。一区画の横幅

は、1,200mm 以上とする。 

(ｲ) ハイカウンタータイプの窓口を５区画以上設置すること。一区画の横幅

は、1,200mmm 以上とする。 

(ウ) 窓口の各区画は、プライバシーに配慮するため「しきり」など設置の工

夫をすること。 

(エ) 待合席は、常時４５席以上を確保すること。また、車椅子等スペースを

２区画以上確保すること。 

(オ) 多客期においても、共用通路に待合人が滞留しないよう、レイアウトを

工夫すること。 

(カ) フロアマネージャー （戸籍手続き案内）カウンターは、動線を考慮した

位置にデザインおよび案内サインも含めて整備すること。当該カウンター
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には、発券機システムを配置する。庁舎案内カウンターとフロアマネージ

ャーカウンターの役割分担を理解して配置すること。 

② おくやみコーナー区画 

(ｱ) ローカウンタータイプの窓口は、３区画以上とすること。一区画の横幅

は、1,200mm 以上とする。 

③ 相談区画 

(ア) 閉鎖型タイプを、３区画以上整備すること。通路や待合側のパーティシ

ョンは、スプリンクラー位置を考慮の上、ランマクローズ等で天井まで塞

ぐこと。ただし、執務室エリア側および各スペース間はローパーテーショ

ンで差し支えない。あわせて遮音パネルやサウンドマスキングスピーカー

を導入するなど、遮音性を確保するための建材選定や構造的工夫を講じる

こと。 
(ｲ) 閉鎖型タイプの１区画あたり席数は、来庁者側２席以上、職員側２席以

上とする。 
④ 住民基本台帳の一部写し閲覧コーナー区画 

(ｱ)  「住民基本台帳の一部写し閲覧コーナー」を、執務室エリア内に２区画

以上設けること。担当組織は、戸籍住民課住民記録係である。一区画の横

幅は、1,000mm 以上とし、３面をパーティションで囲うこと。 

オ 東庁舎２階および３階の履行場所は、限られたスペースで、必要とする窓

口と執務空間を整備できるよう、既設壁の撤去・更新や扉の交換、水回り設

備の撤去等含めて一体的に提案すること。 

(ｱ) 東庁舎２階の指定か所は、区が別途工事で自動扉および通用扉を設置す

る。設置場所を踏まえた配置をすること。 

(ｲ) 東庁舎３階の指定か所は、「窓口および執務スペース」と「倉庫スペー

ス」をパーティションで区分すること。 

5.2.2 現地調査の実施・現状図の作成 

ア 対象フロアの現状図の更新のため、現地調査を実施すること。壁や柱の状

態、天吊りサイン、窓口・壁面収納庫の建物との固定方法等を確認すること。

個室を解体する場合は、該当か所の天井・床・壁の仕上げ材や構造の確認を

すること。執務スペースの什器等は、ユニバーサルレイアウト化に支障がな

いか確認すること。 

イ 調査実施後、現状図の更新を行い、実施設計の基礎情報とすること。 
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ウ 不用とする収納什器や壁面収納庫は、来庁者スペースの充実やユニバーサ

ルレイアウト化を前提に選別すること。不用となる什器等はリスト化する。

その際、才数まで計算すること。 

5.2.3 要件整理 

ア 実施設計にあたり、必要に応じて対象部署へのヒアリングを実施し、内容

を分析したうえで設計の基礎情報として活用すること。 

イ ヒアリングは各部署１回で終えるなど職員負担の軽減に努めること。 

5.2.4 実施設計 

ア 乙は、自らの企画提案内容や現地調査、ヒアリング等を踏まえ、以下の内

容の実施設計案を策定し、甲の承認を得ること。 

① ゾーニングプラン 

・ 対象組織のフロア間の配置 

・ 対象フロア内の以下の機能の配置 

・ 共用スペース（共用通路、庁舎案内、情報コーナー） 

・ 来庁者スペース（待合区画、窓口区画）   

・ 執務スペース（執務区画、委託事業者区画、執務サポート等区画 （ミ

ーティングスペース、収納整理区画、専用端末スペース等）） 

② 実施設計図 

 ※ 更衣室内ロッカーのレイアウト配置を含む（更衣ロッカーは原則転用） 

③ 案内サイン設計図 

④ 組織別収納区画割当図表 

係等組織ごとの収納区画を図示・リスト化したもの 

⑤ 工程表 

⑥ 本庁舎２階窓口、東庁舎２階窓口フロアの整備イメージパース 

5.3 施工・整備準備 

5.3.1 スケジュール作成等 

ア 作業日ごとの詳細スケジュールを作成すること。なお、別途甲が手配する

電源設置工事等の他事業者と調整を行い、スケジュールに反映すること。 

イ 什器の現状と移設席の場所、廃棄等するものがわかるようアドレス図を作

成すること。 
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5.3.2 搬出準備等 

ア 対象部署の職員がスムーズに移転準備を進められるよう、文書、物品の梱

包作業等に関する説明会を実施すること。 

イ 甲と調整し、荷物の梱包に必要な段ボール等の資材を事前に配送すること。

なお、資材や配送に係る費用も委託費用に含む。 

5.3.3 搬出搬入 

ア 梱包済みの段ボールは、整備前に執務室から甲が指定する場所に搬出する

こと。 

イ 施工・整備後には、甲が指定する位置に搬入すること。 

ウ 卓上ディスプレイ等梱包が困難な物品は、破損しないよう細心の注意をも

って取扱うこと。 

5.4 施工・整備 

ア 以下の時期から新たなレイアウトで業務を開始できるよう施工・整備する

こと。 

 ① 東庁舎２階および３階指定か所 令和８年11月24日（火） 

 ② 本庁舎２階指定か所  令和９年１月４日（月） 

イ 事前の作業が必要な場合は、甲と乙が協議して決定する。作業可能時間は

協議の上、決定する。 

ウ 工程上仮設・仮移転が必要な場合は、来庁者および職員の負担が最少にな

る手法を検討し、乙に協議の上、決定する。 

5.4.1 来庁者スペース（待合区画、窓口区画）の施工・整備 

ア 既設の窓口カウンターおよびサイン表示を解体・撤去する。また、壁面収

納庫やパーティション等の間仕切りを解体、移設または撤去する。壁面収納

庫を撤去する場合は、壁面の状況に応じて壁張り工事等を行うこと。 

イ 床仕上改修工事およびサイン改修工事を行う。来庁者スペースとする場所

において、汚れが目立つ壁や柱がある場合は、壁張り工事等を行うこと。 

ウ オープン型窓口 （ローカウンター、ハイカウンター）については、カウン

ターの高さ・奥行き・素材を適切に設計した上で、プライバシー保護の観点

から仕切りなどの造作を施すこと。 

エ 閉鎖型窓口は、プライバシー保護の観点から遮音性に配慮し、壁面等に対

して吸音材や遮音パネル等を用いるなどの造作工事を行い、利用者の安心感

を高める空間とすること。 
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オ 窓口の形状は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成 18 年法律第 91 号）の趣旨を踏まえたものとするほか、ユニバーサルデザ

インにも配慮したうえで誰もが使いやすいデザインとすること。 

5.4.2 執務スペースの施工・整備 

ア 実施設計図に基づき、既設の壁面収納庫やパーティション等の撤去・移設

等の工事を行う。壁面収納庫を撤去する場合は、壁面の状況に応じて壁張り

工事等を行うこと。また、床仕上改修工事を行うこと。 

イ 実施設計図に基づき、什器の配置替え等を行う。ユニバーサルレイアウト

化の要件を満たす連結テーブル、グループテーブル、収納什器、パーソナル

ロッカーや多目的モニター等を導入する。その他事務の効率化や空間の効率

利用に資する什器等がある場合は、提案に盛り込んだ上で導入すること。 

ウ 既存什器の移設にあたっては、機能的な配置とすること。また、色味など

も配慮し、統一感のとれた空間となるよう工夫すること。 

5.5 建設廃棄物、不要品の取扱い 

ア 内装仕上工事（カウンター窓口改修工事、個室窓口改修工事、内装間仕切り

改修工事、床仕上改修工事、壁張り改修工事、サイン改修工事）の施工に伴い

発生した廃棄物は、乙が適正に処理をすること。 

イ ア以外の不用品は、甲が指定する一時保管場所に搬出すること。廃棄物は、

指定場所に搬出の上、指定車両に積み込むこと。積込日時は、甲と乙が協議の

上、決定する。（甲が別途、他の事業者と収集運搬、処分の契約を締結する。） 

5.6 検証 

ア 整備前および整備後の２回、来庁者および職員を対象に、来庁者および執務

環境に関するアンケート調査を実施する。 

イ 前後の調査結果を分析し、整備効果を検証すること。検証の結果、特に改善

すべき事項が生じていると認められた場合は、対応について甲に協議すること。 

5.7 新しいオフィスの働き方マニュアルの作成支援 

ア 整備後のフロアで職員が柔軟で効率的な働き方を実現するためのマニュア

ルの作成を支援する。 

イ マニュアルの内容は、「ユニバーサルレイアウト」と「ＡＢＷ」の考え方に基

づき整備した新しいレイアウトにおいて、職員がＴＰＯに応じた柔軟な働き方

ができるよう、基本的な内容や気付きを与える内容を想定している。また、実

施設計で作成した組織別収納割当図表を含むことを想定している。 
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ウ マニュアルの内容は、施工・整備前に職員に対して行うアンケート調査の結

果も反映することを想定している。 

６ 成果物の納品 

本業務において作成する書類は次のとおりとし、詳細は、契約時に発注者と協議

の上、決定するものとする。 

6.1 納品物 

報告書類については、原則として直接印刷が可能なデータ形式（MS-Word、MS-

Excel、MS-PowerPoint 等）で、発注者のメールアドレス宛てに電子データで納

品する。ただし、設計書は、ＰＤＦおよびＣＡＤの２種のデータ形式で納品する

こと。 

① 全体計画 

・ 各工程における作業項目および業務フロー 

・ 詳細スケジュール 

・ 受託体制表 

② 実施設計 

・ ゾーニングプラン 

・ 実施設計図 

・ 案内サイン設計図 

・ 組織別区画割当図表 

・ 工程表 

・ 本庁舎２階窓口および東庁舎２階窓口フロアの整備イメージパース 

③ 「サインデザイン」のデータ 

④ 「新しいオフィスの働き方マニュアル」のデータ 

⑤ 業務報告書（本業務で作成した全ての資料を整理し、まとめたもの） 

記録写真（実施前・実施中・実施後）を必ず撮影し、業務報告書と共に提出

する。内容が写真で判断しにくい場合は説明図等を添付すること。 

6.2 成果物の帰属関係 

ア 本委託業務の履行により乙が作成し、甲に納入した作成物の所有権・著作権

（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、甲に帰属するものとする。

乙は、著作者人格権の行使をしないこと。 

イ 作成等にあたり、第三者の著作権等の権利に抵触した場合は、乙の責任と費

用をもって適正に処理すること。 
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ウ 作成物とは、乙が甲との協議の上に作成する一切の著作物等をいう。 

７ 再委託の取扱い 

ア 乙は、この契約に係る履行の全部または主要な部分を一括して第三者に委託

してはならない。 

イ 業務の一部について再委託する場合は、あらかじめ、再委託契約を締結する

前に、甲に対し再委託承認手続きを行うこと。 

８ 施工管理および安全対策等 

8.1 工事監理 

工事に際しては関連法令を遵守した上で施工管理体制を確立し、工程管理、安

全対策、品質の確保等を適切に行うこと。 

8.2 整備従事者の腕章等の着用 

対象フロアでの整備従事者は、腕章等により作業員であることが識別できるよ

うにすること。 

8.3 駐車場の使用 

乙の業務用車両が区役所駐車場を使用する場合は、駐車台数や時間等について

事前に甲と協議をすること。 

8.4 資機材の搬出入 

ア 資機材の搬出入を行う場合は、建造物に相当の保護を行うとともに、破損が

ないよう十分注意すること。 

イ 養生材を固定する場合は、壁面や床面等に十分注意し、塗装等は剥がれ落ち

ないよう注意すること。 

8.5 安全対策 

ア 業務の執行にあたっては事故防止に万全を期すこと。 

イ 施工・整備中に事故が発生した場合は、速やかに甲に連絡すること。その人

的・物的被害については、受託者が全ての責任を負うものとする。 

8.6 作業後の点検および清掃 

作業終了後は、作業実施場所を点検するとともに清掃を実施すること。 

8.7 環境への配慮 
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業務の履行にあたっては、環境関連法令を遵守するとともに、環境負荷の低減

に努めること。 

９ 甲が別途実施する工事等 

以下の工事は、乙が作成する設計書等を基に、別途甲が乙とは別の事業者に発注

する。甲と当該事業者が協議を行う際は、受託者も参加するものとする。 

・ 発券機システムの移設、これに関するＬＡＮ配線工事 

・ 照明機器の設置に係る電源設置工事 

・ 住基等各種システムの移設、ＬＡＮ配線工事 

・ 電話・ＦＡＸ配線設置工事 

・ 複合機、プリンターの移設、ＬＡＮ配線工事 

・ 電源工事 

・ 職員用カードリーダーの移設工事（発生する場合） 

・ 消防関係工事（発生する場合） 

・ 防犯カメラ設置等工事 

・ 自動扉および通用口設置工事 

10 契約金額 

契約金額には、本委託にかかるすべての費用を含む。 

11 支払方法 

すべての履行内容を完了後、受託者の適法な請求を受けてから速やかに支払う。 

12 工事履行部分に係る契約不適合責任 

ア 甲は、引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合し

ないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対して相当の期間を

定めて目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、または履

行の追完に代えもしくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができ

る。ただし、契約不適合の程度が重要ではなく、かつ、その履行の追完に過分の

費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。 

イ 前項の規定による履行の追完または損害の賠償の請求は、引渡しを受けた日か

ら２年以内に、これを行わなければならない。 

ウ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの

時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙はその責任を負わ

ない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適

合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることが

できる。 
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エ 前２項の規定は、契約不適合が甲の故意または重過失により生じたものである

ときには適用せず契約不適合に関する乙の責任については民法の定めるところ

による。 

オ アの規定は、引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または甲

の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料または

指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りで

ない。 

カ 乙が契約不適合について履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれ

を修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠

償の責を負わない。 

13 その他 

本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項については、甲と乙で協議の

上、決定する。 

14 担当 

練馬区総務部総務課庁舎改修担当係 竹永・渡邊 

電話 ０３—５９８４—１３２９ 

ｅ－ｍａｉｌ SOMU10@city.nerima.tokyo.jp 

mailto:SOMU10@city.nerima.tokyo.jp

